
県内の感染状況を踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、熊本県リス

クレベルは、レベル２とします。

指標 時点・期間 数値

最大確保病床使用率(使用数) ３月１６日(水) 37.0％（305名）

新規感染者数 ３月１０日(木)～３月１６日(水) 4,231名

前回（３月１１日発表） 今回（３月１８日発表）

レベル３
なお、感染状況は下げ止まりが見られる。

レベル２
なお、感染状況は減少傾向に転じつつある。

報道資料

熊本県 健康福祉部健康危機管理課
問合せ先：井上、横山、中満、浦江
電話：０９６－３３３－２２３９
（内線）５９３１、５９３３、５９３４

令和４年（２０２２年）３月１８日

２ 熊本県リスクレベルについて

新型コロナウイルス感染症対策に係る
熊本県リスクレベルについて

【概要】

１ 県内の感染状況

３ 県民の皆様へのお願い

本県においては、１０歳以下の子どもの感染増加により、感染者数の増加が見られまし

た。一方、ワクチン接種の進行により、高齢者の感染者数は減少し、病床使用率も継続し

て減少しています。また、直近では実効再生産数も1未満となり、感染状況が減少に転じ

つつあります。こうした状況から、３月１６日に国に対しまん延防止等重点措置の解除を

要請し、国において要請どおり３月２１日をもって解除されることが決定されました。

再増加防止のためには、特に感染が増加した子どもへの対策が重要となります。春休み

にも入ることから、基本的感染防止対策を特に徹底していただくようお願いします。

また、特に子どものいる家庭においては、希望する方は３回目のワクチン接種を可能な

限り早く受けていただくようお願いします。



熊本県における新型コロナウイルス感染症に関する概況
【令和４年（２０２２年）３月１８日】

１ 熊本県における現状認識

熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

前回（３／１１発表） 今回（３／１８発表）

レベル３
なお、感染状況は下げ止まりが見られている。

レベル２
なお、感染状況は減少傾向に転じつつある。
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[熊本県リスクレベル］

【目的】感染者数が増加に転じるタイミングを早期に捉え、警戒を発する基準を設定することで、感染拡大防止に向けた対策の徹底や
県民への早期の警戒を呼び掛ける。

※あくまでも目安であり、現状がどのレベルに位置付けられるか、また、具体的な対策は、本県あるいは全国の感染状況及びその傾向
（拡大・縮小）を踏まえ、実施する地域やその内容も含め、総合的に判断する。

(注2)感染状況や、重症病床使用率、変異株の流行状況によっては、基準によらない判断を行うことがある。

(注1)病床基準と新規感染者基準を踏まえ、感染拡大傾向や他県の状況を鑑み、総合的にレベル判断を行う。

(※2)最大確保病床使用率(２/１８時点：825床に対する入院者数)

(※3)週の感染者数/人口10万人(本県人口換算)。人口は令和２年国勢調査の数値

(※1)ワクチン・検査パッケージ制度適用による緩和対象

レベル 該当する状況
本県の基準

本県で想定する対策例
病床基準※2 新規感染者基準※3

レベル４
避けたい
レベル

一般医療を
大きく制限しても

対応困難

80%
(660人)

―
・国への災害医療的な対応依頼
・積極的疫学調査の重点化 等

レベル３
対策強化
レベル

一般医療の
制限が必要

40％
(330人)

50人
(869人)

・ワクチン・検査パッケージ制度適用の停止

・【緊急事態措置】の対策
-飲食店等の人数制限要請※1、休業・時短要請
-イベントの人数制限要請※1

-県外移動は極力控える呼びかけ※1 等

・【まん延防止等重点措置】の対策
-飲食店等の人数制限要請※1、時短要請
-イベントの人数制限要請※1

-県外移動は極力控える呼びかけ※1 等

レベル２
警戒強化
レベル

感染増加傾向が見ら
れているが、病床数
を増やすことで対応

できている状態

15%
(124人)

10人
(174人)

・飲食店を起因として県内の感染が拡大する場合、認証店以外の飲食店の時短要請※4、
国へのまん延防止等重点措置要請

・国とまん延防止等重点措置要請の協議開始
・感染状況に応じ、感染不安を感じる無症状者への検査受検要請を検討
・飲食店等の人数制限要請※1

・感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛要請
・感染リスクの高い行動回避の呼びかけ
・段階的な病床の確保 等

レベル１
維持すべき
レベル

一般医療が
確保

―
1人
(17人) ・基本的感染防止対策徹底の要請

・イベントの感染防止対策徹底等の要請
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置地域への移動を控える呼びかけ※1 等レベル０

感染ゼロ
新規感染者
ゼロを維持

県内で継続的な感染が起こってい
ない状況

(※4)自主的に時短に協力した認証店には協力金を支払う

全国的に、新規感染者数の減少傾向が継続している。国は、昨日まん延防止等重点措置の

全区域の解除を行う公示を行った。したがって、全ての適用地域において、まん延防止等重

点措置は３月21日で解除される。

本県の３月１６日時点の入院者数は305人（最大確保病床に対する使用率：37.0％）、

３月１０日から３月１６日までの新規感染者数は4,231人である。現状を総合的に判断し、

本県のリスクレベルはレベル２に引き下げる。

本県においては、１０歳以下の子どもの感染増加により、感染者数の増加が見られた。一

方、ワクチン接種の進行により、高齢者の感染者数は減少し、病床使用率も継続して減少し

ている。また、直近では実効再生産数も1未満となり、感染状況が減少に転じつつある。こう

した状況から、３月１６日に国に対しまん延防止等重点措置の解除を要請し、国において要

請どおり３月２１日をもって解除されることが決定された。

再増加防止のためには、特に感染が増加した子どもへの対策が重要となる。春休みにも入

ることから、基本的感染防止対策を特に徹底していただくようお願いする。

また、特に子どものいる家庭においては、希望する方は３回目のワクチン接種を可能な限

り早く受けていただくようお願いする。
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２ 熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議座長コメント
（３月１７日現在）

〇 熊本県の３月１６日時点の入院者数は305人（最大確保病床に対する使用率：37.0％）、

３月１０日から３月１６日までの新規感染者数は4,231人である。感染者数は多い状態に

あるが、オミクロン株以前の水準まで減少させることは現実的ではない。病床使用率は

継続的に減少しており、先週から２週間連続して基準である40％を下回った状態である。

したがって、県リスクレベルはレベル２とすることが妥当である。

〇 熊本県に適用されている「まん延防止等重点措置」については、期限である３月２１

日をもって解除されることが決定した。

〇 感染者数は依然多い状態にあるが、熊本県の感染状況には次の特徴がある。

① 高齢者の感染者数は継続して減少していること

② 子どもとその親世代での感染が増加していること

③ ２０代の感染が減少していること

〇 ①については、65歳以上へのワクチン接種が70％以上まで進行していることが大きな

要因と考えられる。オミクロン株も、ワクチン接種がない場合、高齢者の重症化率は高

い。一人でも多くの方がワクチン接種を受けることが大切である。

〇 ②について、最近の熊本県の感染増加は10代以下の若年齢層を中心に起こった。一般

的に、感染症は集団生活をおくる子どもで拡大し、家庭内感染で地域に拡大する場合が

多く、現在の熊本県もこのような状態にある地域があると考えられる。迅速な学級閉鎖

等による封じ込めが基本的な対策となるが、感染性の高さから、封じ込めに時間がか

かっている可能性がある。親世代がワクチン接種を済ませることは重要な対策となる。

〇 ③については、まん延防止等重点措置の効果が最も出ていると考えられる。20代の若

者は、他の年齢階級よりも多様な感染経路を示すことが明らかにされており、感染拡大

の契機となりやすいため、抑えられていることは大きな成果と考えられる。

〇 こうした状況から、病床使用率は一定期間減少傾向が継続することが見込まれる。ま

た、直近で全年齢で減少が見られ始めており、全体として減少に転じつつある。このた

め、まん延防止等重点措置の解除や、リスクレベルのレベル２への引き下げは妥当と考

えられる。ただし、韓国やシンガポールの状況を見ると、ワクチン３回目接種が進んだ

としても、感染者の大きな増加は起こり得る。年度の切り替わりでは人の動きが活発に

なることからも、感染者が増加する可能性は高い。

〇 今回、国もウィズコロナの考え方を強くしている。ワクチン接種が進み、入院率が下

がる見込みの中、公衆衛生対策を強める指標としては「感染者数」の重要性は下がって

いる。一方、対策を取らないままで感染者が増加した場合は、保健所の体制が逼迫し、

結果として医療への負荷は大きくなるだろう。公衆衛生対策を再度強める条件やタイミ

ングの考え方について、再度整理する必要があると考えられる。

〇 基本的な感染防止対策を徹底したうえで、徐々に経済活動を再開していただき、可能

な限り強い公衆衛生対策に至らないことが重要と考えられる。



0

120

240

360

480

600

0

300

600

900

1200

1500

12/9 12/16 12/23 12/30 1/6 1/13 1/20 1/27 2/3 2/10 2/17 2/24 3/3 3/10

12/9～
12/15

12/16～
12/22

12/23～
12/29

12/30～
1/5

1/6～
1/12

1/13～
1/19

1/20～
1/26

1/27～
2/2

2/3～
2/9

2/10～
2/16

2/17～
2/23

2/24～
3/2

3/3～
3/9

3/10～
3/16

週新規感染者数 0 0 1 6 536 3,204 5,230 7,088 5,774 5,305 4,425 3,944※ 4,450※ 4,231

10万人あたり 0 0 0.1 0.3 30.8 184.3 300.9 407.8 332.2 305.2 254.6 226.9 256.0※ 243.4

入院者数 0 0 ０ 1 106 269 403 523 521 482 422 391 326 305

【医療提供体制、感染状況に関する参考指標】

【保健所ごとの感染例の確認状況】

※1 各保健所管内の人口は、国政調査(2020年10月1日現在)に基づく

人口10万人あたり
新規感染者数（人）

保健所名
3/10～3/16

新規感染者数 人口10万人※1あたり

熊本市保健所 2,099 284.1
有明保健所 227 147.5
山鹿保健所 80 163.2
菊池保健所 557 298.3
阿蘇保健所 112 190.8
御船保健所 291 354.9
宇城保健所 283 276.0
八代保健所 349 260.1
水俣保健所 14 32.2
人吉保健所 97 119.0
天草保健所 122 113.5

【熊本県における新型コロナウイルス感染者発生状況（12/9~3/16）：公表日ベース】

新規感染者数 入院者数
新

規
感

染
者

数

時点

医療負荷の参考指標 感染状況の参考指標

重症病床
使用率

(最大確保病床)

療養者数 入院率
※１

重症者数 中等症者数
必要病床数予測※2

検査陽性率
※3

感染経路
不明割合

新規感染者数
今週／前週比

1週間後 2週間後 3週間後

3月16日 19.1% 6,590人 5% 13人 102人 337 362 359 27.5% 31.4% 1.0

3月9日 13.2％ 6,000人 5% 9人 132人 410 480 552 27.7% 33.2% 1.1

3月2日 16.2% 7,424人 5% 11人 173人 486 461 425 27.0% 34.3% 0.9

2月23日 20.6% 8,742人 5% 14人 177人 522 502 451 30.1％ 27.8％ 0.8

2月16日 27.9％ 9,016人 5% 19人 193人 574 633 636 31.5% 27.5％ 0.9

2月9日 13.2% 9,393人 6% 9人 204人 602 624 567 30.0% 31.7％ 0.8

2月2日 14.7% 9,106人 6% 10人 185人 644 992 1,415 31.2% 34.8％ 1.4

1月26日 8.8% 6,171人 7% 6人 124人 431 724 1,182 22.9% 34.9％ 1.6

※1 療養者数が人口10万人あたり10人以上（174人）の場合に適用
※2 新型コロナウイルスの感染拡大状況とワクチン接種状況に応じた医療需要の予測ツール（国立感染症研究所）の短期予測を用い、本県のデータを用い算出

(感染が急激に増加する場合は、誤差が非常に大きくなるため、ツール制作者が認める範囲内でパラメータを調整する場合がある)
※3 新規感染者数（公表日ベース）及び県内の全検査数の1週間合計より算出
※4 調査が完了した3,597名の調査結果から算出したもの。調査が完了していない事例（リンクが判定されていない）634名分は分母に含まれない。

入
院

者
数

300以上

200以上300未満

100以上200未満

50以上100未満

25以上50未満

15以上25未満

10以上15未満

5以上10未満

5未満

レベル0

12/10-12/16

12/17-12/23

12/24-12/30

12/31-1/6

1/7-1/11

レベル2

1/12-1/20

3

1/21-1/26

レベル1

1/27-2/3

2/4-2/10

2/11-2/17

2/18-2/24

レベル3

2/25-3/3
3/4-3/10

※ 事例の取下・欠番に伴い修正

3/11-3/17



１ 基本的な感染防止対策の徹底

・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
・マスク着用、手洗い、換気、人と人との距離の確保等の感染防

止対策を徹底してください。
・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を

分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
・厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお

願いします。

① 症状がなくとも、マスク（不織布マスクを推奨。以下同じ）着用
② こまめな手洗い・手指消毒、換気
③ 発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談！

©2010 熊本県 くまモン

３ 県民の皆様へのお願い（３月２２日発表）

熊本県リスクレベルは、レベル２です。また、感染状況は減少傾向に転じつつあります。

まん延防止等重点措置は３月２１日をもって終了しましたが、
３月２２日から４月１０日まで下記の対策を継続します。

２ 検査受検

わずかでも発熱などの症状がある方

症状はないが、感染に不安を感じる方

外出せず、すぐにかかりつけ医等の医療機関又は発熱者専用ダイヤルに
電話相談し、受診してください。

県の登録を受けた検査機関等において無料検査が受けられる（熊本県民に
限る）ため、検査を受けてください。なお、無料検査は４月１０日まで
期限を延長しています。

３ 移動・外出

・帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「３つの密」の回避を含め基本的
な感染防止策を徹底してください。

・マスク着用等の感染防止対策を徹底してください。
・感染リスクの高い「3つの密」のある場所への外出は自粛してください。

【移動】

【外出】

無料検査について

発熱等がある場合

４
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５ 飲食店事業者の皆様への要請

・県が示した業種別の「感染防止対策チェッ
クリスト」、国が取りまとめている感染拡
大予防ガイドラインにより、十分感染防止
活動を行い、それが県民に分かるよう、ス
テッカー等を掲示してください。

・同一グループの同一テーブル使用は４人以内
としてください※。

【感染対策】

・感染防止対策が徹底されている「熊本県飲
食店感染防止対策認証制度」をご活用くだ
さい

【認証制度】

認証制度チェックリスト

※…認証店における会食を除く。

６ イベント開催
・県の「イベントの開催制限について」を参考とし、感染防止対策を徹底してください。
・参加人数は、下記の【人数上限】、【収容率】のいずれか小さい方に制限してください。
・感染防止安全計画を策定するイベントについては、イベント開催日の２週間前までを目途に県

に感染防止安全計画を提出してください（大声なしの担保が必要）。
・感染防止安全計画を策定しないイベントでは、感染防止策チェックリストを作成し、

主催者等のHP、SNSなどで公表し、イベント後１年間保存してください。

詳細は熊本県HP「イベントの開催制限について」を御確認ください。

感染防止安全計画の
策定あり

その他
（感染防止安全計画を策定しない）

人数上限 収容定員まで 5,000人又は収容定員50％のいずれか大きい方

収容率 100％ 大声なし：100％、大声あり：50％

「大声」：通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること。「大声あり」：「大声」を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが該当

４ 会食はリスク大！特に注意しましょう

・会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に
留意して実施してください。

・県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる
行動を控えてください。

・感染防止対策が講じられていない飲食店は、利用しないようお願い
します。

①「会食時の感染リスクを下げる
４つのステップ」を遵守して

② なるべく普段から一緒にいる人と
③ 人数を絞って

４つのステップ

・花見を含む宴会等はなるべく普段から一緒にいる人と行うとともに、
歓迎会や新歓コンパ等の普段一緒にいない人との会食は特に注意してください。

・飲食店を利用する場合、同一グループの同一テーブル
使用は４人以内としてください※。 ※…認証店における会食を除く。

(注)認証店：「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗

イベントの開催
制限について



６

７ その他

・業種別ガイドラインの遵守
・テレワークの推進等により出勤者削減(可能な範囲で目標を設定)への取組み
・職場における感染防止のための取組み（手洗いや手指消毒、換気励行、テレ

ビ会議の活用、昼休みの時差取得等）の徹底

学 校

事 業 者

・文部科学省の「衛生管理マニュアル」に基づく感染防止対策の徹底
・春休み期間中の家庭等での活動における感染防止対策について、児童生徒

への指導や保護者への周知の徹底を依頼
・部活動において感染防止対策を徹底した上での活動を依頼
・小学校の教職員に対する集中的検査の実施

保育所等

・保育所等における感染防止のための取組み（職員のマスク着用、手洗いや手
指消毒、換気励行等）の徹底

・感染状況等に応じて臨時休園等の判断を速やかに行うよう市町村へ依頼
・保育所の保育士等に対する集中的検査の実施
・市町村の代替保育の実施を支援
・春休み期間中の放課後児童クラブの感染防止対策を市町村へ依頼

高 齢 者
施 設 等

・従事者にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制の構築
・オンライン研修等による、感染防止対策の実施
・高齢者・障がい者等の施設の従事者に対する集中的検査の実施

そ の 他
・保育所の保育士、小学校の教職員、高齢者施設等の従事者等が濃厚接触者に

なった場合に早く職場に復帰できるよう検査の実施を支援

残念ながら、感染者やその御家族、医療従事者の方々の中に、差別を受け、苦しんでいる方が
おられます。新型コロナウイルス感染症には、誰もがどこでも感染する可能性があります。感染
された方やその御家族、職場関係の方々に責任はありません。不当な扱いや嫌がらせ、誹謗・中
傷などは絶対にないよう、お願いします。

県民の皆様へのメッセージ



熊本市の状況と対策

熊本市においても、高齢層の新規感染者数は減少していますが、子どもの新規

感染者数が増加しております。

また、熊本市内の医療機関の最大確保病床使用率は改善傾向にありますが、60％

程度と依然として高い水準で推移しております。

年度末が近付き、恒例行事（卒業式・歓送迎会・お花見等）に伴う会食や人の

動きが増加し、感染リスクが高くなる時期となるため、引き続き感染防止対策を

徹底することが必要です。

【対策】

・保健所業務の更なる体制の強化を図ります。（疫学調査・健康観察の重点化、人員や物資の確保等）

・その他の熊本市における取組は以下のとおりです。

✓ワクチン接種の着実な実施（追加接種・小児接種等）

✓保育所等・小学校・高齢者施設等の従事者に対する集中的検査 及び 同従事者が濃厚接触者に

なった場合の待機を早期に解除するための検査の支援

✓保育所等や学習活動、部活動、児童育成クラブ等における感染防止対策の徹底

✓老人福祉センター、公設公民館、地域コミュニティーセンターなどの開館・利用再開

（感染状況、利用態様、予約状況を踏まえて施設ごとに取り扱いを判断）

✓熊本市主催のイベントにおける感染防止対策の徹底(人数やイベントの性質に応じた人数制限等)

✓熊本シティFM・街中モニターを活用した感染予防策に関する広報啓発活動の実施

✓さらなる病床確保に努めるとともに、医療機関と連携し、感染者が発生した高齢者施設等を訪問。

感染者の診察や感染状況の把握・評価、感染拡大防止の支援を実施（人員・物品・ゾーニング等）

７

【熊本市からの要請】

・熊本市から熊本市民の皆様への要請は次のとおりです。

✓家庭での感染防止対策を徹底してください。

特に、子ども及び高齢者への感染防止対策を徹底してください。

✓基本的な感染防止対策を徹底してください。(手洗い・うがい・手指消毒・換気・マスク着用)

✓花見を含む宴会等はなるべく普段から一緒にいる人と行うとともに、歓迎会や新歓コンパ等の

普段一緒にいない人との会食は特に注意してください。

✓「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」を活用してください。

✓職場において、業種別ガイドライン等を参考に、感染防止対策の徹底を再度確認してください。

また、テレワークや時差出勤等に協力してください。

✓症状は無いが、感染に不安を感じる方（熊本県民に限る）については、熊本県が実施している

無料PCR等検査を受検していただくようお願いいたします。


